
認知症対応型共同生活介護事業
介護予防認知症対応型共同生活介護事業

（目的）
第１条　　　この規定は、㈱ケアネット長野サービスセンターが設置運営する認知症対応型共同生活
　　　　　介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業の運営及び利用について必要な事項
　　　　　を定め、事業の円滑な運営をはかることを目的とする。

（事業の目的）
第２条　　　本事業は、認知症等により生活援助が必要となった高齢者が家庭的な雰囲気の小規模
　　　　　な住まいにおいて、小人数で生活を共にしながら、入居者一人ひとりの状態や希望に応じ
　　　　　た援助等によって認知症の進行を緩和し、また残された能力を活用しながら自分らしい
　　　　　生活及び安心と安らぎのある生活を送っていただくことのできる環境整備、援助等の実施
　　　　　を目的とする。
　　　　　　また、地域住民、居宅サービス事業所として、地域社会の一員としての役割を担いなが
　　　　　ら、地域に役立ち信頼される事業所となることを目的とする。

（運営の方針）
第３条　　　本事業所において提供する認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生
　　　　　活介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものと
　　　　　する。
　　　２　　入居者の人権、人格及び意志を尊重し、常に入居者の立場に立ったサービスの提供に努
　　　　　める。
　　　３　　認知症等による認知障害、記憶障害、不安、不穏等の状態に対し、入居者に適した環境
　　　　　作りと状態や希望に応じた適切な介護・援助を実施する。
　　　４　　明るく家庭的な雰囲気を有した「高齢者の住まい」となるよう、地域や家庭等との結び
　　　　　つきを重視し、信頼と安らぎのある暮らしを送ることができるような援助を実施する。
　　　５　　入居者及び家族に対し、サービス内容・方法、認知症対応型共同生活介護計画等につい
　　　　　て説明を行ない、同意を得ると共に情報の共有を図り連携した援助を行う。
　　　６　　常に提供したサービスの質の管理・評価を行ない、質の高いサービスを提供する。

（事業所の名称及び所在地）
第４条　　　名称及び所在地は次のとおりとする。
　　　　　①　名称　　　　株式会社　ケアネットグループホームすざか
　　　　　②　所在地　　　須坂市大字小山字蒔田2518-1

（職員の員数及び職務内容）
第５条　　　本事業に勤務する職員の員数及び職務内容は次のとおりとする。
　　　　　①　管理者　　　　１名（常勤、兼務）
　　　　　　　　管理者は、事業所としてのサービス・事業及び職員等の管理を一元的に行う。

 ②　計画作成担当者　１名（常勤、兼務）
　　   計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するととも
　　　 に入居者に対し必要な介護及び生活支援を行う。また、連携する介護老人福祉施
　　　 設、介護老人保健施設、病院及び須坂市地域包括支援センター、在宅介護支援セ
　　　 ンター、居宅介護支援事業所等との連絡調整を行う。
 ③  介護職員　　　６名（常勤６名） 以上
　　　 介護従事者は、入居者に対し必要な介護及び生活支援を行う。

（入居定員）
第６条　　　入居定員は、９名とする。

株式会社　ケアネットグループホームすざか　運営規程

　　　７　　利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと
　　　　　　ともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。



（介護の内容）
第７条　　　　認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の内容は次のとお
　　　　　　りとする。
　　　 　① 　疾病、認知症等の症状、原因、治療、対応方法について理解を深め、入居者の意向
　　　　　　に沿った日常生活行為（食事、入浴、排泄、衛生、買い物等）の介助及び生活の質を
　　　　　　高めるための支援、援助を行う。
　　　 　②   家庭での生活や健康であった頃と同じような日常生活を営むことが出来るよう支援　
　　　　　　する。また、加齢及び認知症による心身の機能低下の予防、維持、向上を図るための
　　　  　　支援、援助を行う。
　　　　 ③   入居者一人ひとりの歩んできた人生や家族との関係、趣味、趣向、考え方を知り、
            個々の習慣や生活を大切にした支援、援助を行う。
　　　　 ④   身体機能低下に対しては、家族、主治医等との連携を深め対応する。また終末期
　　　　　　については、事業所として可能な限りの入居者等の意向に沿った対応を行う。
　 　　　⑤   何らかの理由により退去する場合は、入居者、家族の意向に基づき、居宅介護支援
　　　　　  事業者や保健医療福祉関係者、福祉施設等との連携に努め必要な援助を行う。

（介護計画の作成）
第８条　　　認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防認知症対応型共同生活介護サービス
　　　　　の開始に際し、入居者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、個別
　　　　　に認知症対応型共同生活介護計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画（以下
　　　　　「介護計画」という。）を作成する。
　　　２　　介護計画の作成、変更に際しては、入居者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、
　　　　　同意を得る。
　　　３　　入居者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実
　　　　　施状況について評価を行う。

（利用料等）
第９条　　 本事業が提供する認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
　　　　の利用料は、介護報酬の告示上の額とする。
　　　　　ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
　　　　①　家賃　　　　５１，０００円/月３０日当り（　　１，７００円/日）
　　　　②　食費 　　　４０，９５０円/月３０日当り（　　１，３６５円/日）
　　　　③　光熱水費　　２４，０００円/月３０日当り（　　　　８００円/日）
　　　　　　　但し、冬季（11月～４月の間）燃料費　２，０００円/円　徴収
　　　　④　その他日常生活において通常必要となる費用で入居者が負担することが適当と認め
　　　　　られた実費費用
　　２　　　月の途中における入居または退居については日割り計算とする。
　　３　　　利用料は、月ごとに発行する請求書に基づき、銀行口座振込みによって指定期日まで
　　　　　に支払うものとする。
　　４　　　介護保険給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて負担額を変更する。
　　　　　介護保険給付対象外サービスについて、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事
　　　　　由がある場合は変更することがある。その場合、２ヶ月前までに変更の内容と事由につ
　　　　　いて説明する。
　　５　　　日常生活必需品等の購入等については依頼に基づき代行することが可能です。支払
　　　　　いは、預かり通帳及び小口現金から支払う。取り扱いは、「入居者預かり金・小口現金
　　　　　・物品購入取り扱い要領」に基づき行う。

（入退去にあたっての留意事項）
第10条　　　認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介
　　　　　護状態と認定された者又は、要支援２状態と認定された者で、かつ次の各号を満たす者
　　　　　とする。
　　　　　①　少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
　　　　　②　自傷他害のおそれがないこと。
　　　　　③　常時医療機関において治療する必要がないこと。
　　２　　　入居後入居者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退去してもらう場合
　　　　　がある。



　　３　　　退去に際しては、入居者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協
　　　　　議し、介護の継続性が維持されるよう、退去に必要な援助を行えるよう努める。

（契約の終了及び居室の受け渡し）
第11条　　　以下の場合は、契約が終了となります。
　　　　　①　入居者の死亡
　　　　　②　入居該当外の自立・要支援１の者
　　　　　③　入居者及び入居代理人より契約書の第１３条に基づき解除通告により契約を満了した
　　　　　　日
　　　　　④　事業者が契約書の第１３条に基づき解除通告し契約を満了した日
　　　　　⑤　入居者が病院等へ入院し１ヶ月以内に退院する見込みがない場合など。
　　　　  ⑥　入居者の心身の状態がグループホームでの生活に適さなくなった場合。または、他

　　福祉施設等への入所が決定し受入れが可能となった場合
 ⑦　利用料等の支払いを３ヶ月以上遅延し、勧告後も支払いがない場合

（居室の明け渡し等）
第12条　　　契約終了時は、居室の明け渡しをお願いする。契約終了日に居室を明け渡さない場合、
　　　　　本来の契約終了日の翌日から実際に居室を明け渡された日までの期間に係る家賃が、入居
　　　　　者負担金（家賃）となる。

（地域との連携等）
第13条　　　地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図るため
　　　　　「運営推進会議」を設置する。
　　２　　　「運営推進会議」は次のとおり運営する。
　　　　　①　運営推進会議の開催　　　　２ヶ月に１回
　　　　　②　運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議から評価、要望、助言等を聴取
　　　　　　記録し、それを公表する。

（秘密保持）
第14条　　　本事業所の従業者は、業務上知り得た入居者または家族の秘密保持を厳守する。
　　２　　　従業者であった者が、業務上知り得た入居者または家族の秘密を漏らすことのないよう
　　　　　必要な措置を講ずるものとする。
　　３　　　入居者の個人情報を、介護計画策定会議及び他施設や医療機関への入所、入院する場合
          について資料として用いる場合、入居者、家族へ説明し同意を得るものとする。

（苦情処理）
第15条　　　入居者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の
　　　　　配置、事実関係の調査の実施、改善措置、入居者及び家族に対する説明、記録の整備等必
　　　　　要な措置を講ずるものとする。
　　２　　　提供したサービスに関して、介護保険法第２３条の規程による市町村が行う文書、その
　　　　　他の物件の提出若しくは提示の求めまたは当該市町村の職員から質問若しくは照会に応
　　　　　じ、入居者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導ま
　　　　　たは助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
　 ３　　　 提供したサービスに関する入居者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う
　　　　　法第１７６条第１項第２号の規程による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合
　　　　　会から同号の規程による指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必
　　　　　要な改善を行うものとする。

（身体拘束の禁止）
第16条　　 入居者または他の入居者等の生命、身体の保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
         身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為は行わない。
　　２　　 緊急やむを得ない場合には、家族等に「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」
　　　   にて説明を行い、文書にて同意を得る。
　　３　　 事業所において従業員に対し入居者又は他の入居者の生命、身体の保護するため
  　　　　緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為は行わない事
　　　　　を目的とした研修等を定期的に実施する。



（損害賠償）
第17条　　入居者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速や
　　　　かに損害賠償を行う。
　２　　　前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

（衛生管理）
第18条　　認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業を提供するため
　　　　に必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。

(緊急時における対応策）
第19条　　入居者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または協力医療機関
　　　　と連絡をとり、適切な措置を講ずる。

（事故発生時における対応策）
第20条　　入居者に対する認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の提供
　　　　により事故が発生した場合は、市町村、当該入居者の家族、当該入居者に係る居宅介護支援
　　　　事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
　２　　　事故の状況及び事故に際して採った措置について記録する。また、賠償すべき事故が発
　　　　生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

（非常災害対策）
第21条　　非常災害が発生した場合、従業者は入居者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者
　　　　は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時
　　　　には避難等の指揮をとる。
　２　　　非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者

（運営についての重要事項）
第22条　　従業者等の質の向上を図るために、次のとおり研修の機会を設ける。
　　　①　採用時研修　　　　　　　　採用後１ヶ月以内または事前に実施
　　　②　経験に応じた研修　　　　　随時
　２　　事業所はこの事業を行うため、ケース記録、日誌、認知症対応型共同生活介護計画書、
　　　及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画書、その他必要な記録、帳票類を整備する。
　３　　この規定に定める事項の他運営に関する重要事項は、株式会社　ケアネット長野サービス
　　　センター長及び管理者が定めるものとする。

（虐待防止に関する事項）
第23条　事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を　　
　　　　講ずるものとする。

　　　　または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練
　　　　を実施する。　
　３　　　事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携
　　　　に努めるものとする。

　1　虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる
　　ものとする）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
　2　虐待防止のための指針の整備
　3　虐待を防止するための定期的な研修の実施
　4　前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

　　　　定期的に実施する。

　２　　本事業所は事業所において感染症が発生し、またはまん延防止の為の対策を検討する
　　　　委員会（テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るものとする）を概ね6月に1回以上
　　　　開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
　３　　事業所における感染症の予防及び、まん延の防止の為の指針を整備する。
　４　　事業所において従業員に対し、感染症の予防及びまん延の防止の為に研修及び訓練を



　

附則　　　　この規程は平成18年6月2日から施行する。　　　
平成26年4月1日一部改訂（第9条）
平成30年5月9日一部改訂（第11条）（第4条）
令和01年5月1日一部改訂

令和06年03月28日一部改訂（第3・16・18・21・23・24条）
令和01年10月1日一部改訂（第9条）

（業務継続計画の策定等）
第24条　本事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する認知症対応型共同生活
　　　介護事業の提供を継続的に実施するため、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための
　　　計画（以下「業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる
　　　ものとする。
　1　本事業所は従業者に対して業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

　

　　定期的に行うものとする。
　2　本事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う
　　ものとする。


